
医師の働き方改革と医学教育と

研究推進の新たな展開

第13回国立大学病院臨床研究推進会議
総会シンポジウム

令和７年１月27日(月)

文部科学省高等教育局医学教育課
大学病院支援室



１. 医学研究の現状について



我が国の医学系研究の国際競争力の現状

〇基礎生命科学・臨床医学のいずれも米英独仏中の５か国に劣後する状況が続いており、我が国
の医学系研究の相対的な国際競争力の低下は深刻な状況。

※基礎生命科学及び臨床医学でのTop10％補正論文数シェア（分数カウント）は、1999年～2001年（平
均）はともに世界４位であったが、2019年～2021年（平均）ではそれぞれ世界12位及び世界９位に低下。

（出典）文部科学省 科学技術・学術政策研究所、「科学研究のベンチマーキング2023」

臨床医学におけるTop10％補正論文数シェアの推移基礎生命科学におけるTop10％補正論文数シェアの推移
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（出典）文部科学省「平成30年度大学等におけるフルタイム換算データに関する調査（概要）」
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医学を含む保健分野は、診療活動のエフォートが大きな割合を占めており、
他分野に比較して研究活動時間の割合が少ない。

助教の学問分野別活動時間割合
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医学研究分野における研究者の多様性と流動性の状況①

〇 JST-CRDSの分析において、Ph.D.の参画などによる異分野融合研究の推進が課題であると指摘されている。
〇 文部科学省の審議会の中間取りまとめにおいても、他分野の研究者との協働への期待について触れられている。

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究開発戦略センター（CRDS）「研究
開発の俯瞰報告書 ライフサイエンス・臨床医学分野（2023年）」
“ライフサイエンス・臨床医学の分野においてイノベーションを生み出すためには、生命科学、工学、 
情報学、数理科学、医学の有機的な連携が必要”

“異分野連携の重要性は以前から指摘されているが、まだ十分に達成されているとは言えない” 
“海外の医学研究科や病院の研究所では、PhDがMDと並び研究のメインプレーヤーとなってい
るのに対し、日本の大学病院などでは、そうはなっていない”

“若い研究者が学際研究に挑戦できる研究環境づくりが不可欠”

科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 ライフサイエンス委員会「中間とり
まとめ」（令和６年７月31日）
“…特に医学系において、研究者の流動性 ・多様性が不足しているとの指摘がある。大学病院・
医学部の医学系研究においては、従来M.D.（メディカル・ドクター）が大きな役割を果たしてきた
が、基礎生命科学の研究者や、情報科学や量子科学等の他分野の研究者など、幅広い研究
者が参画して対等な関係で協働してこそ革新的な成果が期待できる。医学分野におけPh.D.の
参入は米国をはじめ世界の潮流にもなっており、我が国においても、医学系研究においPh.D.が
参画するとともにキャリアパスを形成することをはじめとして、これからは多様な人材からなるチーム
により研究成果を出していくことを当たり前とする意識をアカデミアにおいて醸成していくことが必
要である。”
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出典：文部科学省科学技術・学術政策研究所「論文データベース分析から見た大学内部組織
レベルの研究活動の構造把握」

注1）大学グループについては、分析対象の31大学を、日本の全大学の総論文に占める論文数シェア
（2005～2007年、2007年時点の集計）を用いて、
• 第1グループ（4大学、論文数シェア：5%以上）
• 第2グループ（13大学、論文数シェア：1%以上5%未満）
• 第3グループ（14大学、論文数シェア：0.5%以上1%未満）
の3つのグループに分類。第3グループに分類される大学は、日本全体で27大学存在するが、分析対
象の大学は14大学であり、全ての大学ではない。

注2）「研究拠点」 は、（A）共同利用・共同研究拠点、（B）世界トップレベル研究拠点プログラム
（WPI）、C）研究所等（附置研究所等）の3つのうち、いずれかに該当するものを分類。

大学内部組織分類別の研究活動の状況

〇 保健分野は、他の分野と比較して、国際共著論文割合及び産学連携論文割合が相対的に低調な傾向。
〇 臨床医学分野における国際共著率は、他国比・他分野比ともに、低水準である上に増加分も低い。
〇 保健分野は、他の分野と比較して本務教員における自校出身者の占める比率が高い。

主要国の分野別国際共著率の推移

出典：文部科学省科学技術・学術政策研究所「科学技術のベンチマーキング2023」

大学本務教員における自校出身者の占める比率（％）
理学 工学 農学 保健
21.8 29.8 35.8 48.1

出典：文部科学省「学校教員統計調査」（令和４年調査）

医学研究分野における研究者の多様性と流動性の状況②
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令和４年度国立大学病院の受託研究収益・共同研究収益の合計額及び業務収益に占める合計額の割合

出典：文部科学省『国立大学法人等の決算について』別紙資料集「附属病院セグメント情報」等を元に医学教育課において作成。

○ 受託研究収益・共同研究収益の合計額の多寡は、各国立大学病院の規模の大小におおむね一致する。一方で、
当該合計額の業務収益に占める割合で見ると、合計額で劣後する大学が上位の大学を逆転する現象も見られる。
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受託研究収益＋共同研究収益 業務収益に占める割合

（百万円）
※附属病院の業務収益が多い順に左→右へ大学を並べている。
※臨床研究中核病院に指定されている病院には「●」を付している（全11大学） 。
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令和４年度に新規採択された科研費の状況

出典：文部科学省高等教育局医学教育課調べ

※医学部及び大学病院で新規採択された科研費の合算（医学部のデータには、臨床系のほか
基礎系等も含まれる。）

（百万円）

1,310 ※附属病院の業務収益が多い順に左→右へ大学を並べている。

○ 令和４年度に新規採択された科研費の合計額は、各国立大学病院の規模の大小と必ずしも一致していない。
ただし、科研費の採択状況は年度によって相当の変動が生じる場合があり得ることから、留意が必要である。
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地方の中小規模大学における科研費採択の状況について

血液および腫瘍内科学関連

順位 機関名 採択件数
1 熊本大 64
2 東京大 57
3 京都大 42
4 九州大 40
5 名古屋大 35

出典：科学研究費助成事業データベース（https://kaken.nii.ac.jp/ja/index/）より。2018年以降の臨床医学分野の小区分別
採択件数上位5機関に地方国立大学が含まれるものの一部を掲載している。

感染症内科学関連

順位 機関名 採択件数
1 国立感染症研究所 54
2 長崎大 37
3 熊本大 34
4 大阪大 15
5 東北大 14

代謝および内分泌学関連

順位 機関名 採択件数
1 大阪大 51
2 神戸大 48
3 京都大 44
4 群馬大 37
5 東京大 31

外科学一般および小児外科学関連

順位 機関名 採択件数
1 九州大 50
2 徳島大 43
3 京都大 39
4 大阪大 36
5 慶應義塾大 36

麻酔科学関連

順位 機関名 採択件数
1 群馬大 100
2 大阪大 92
3 京都府立医科大 87
4 札幌医科大 86
5 新潟大 84

○ 科研費採択の状況を小区分別に確認すると、地方の中小規模大学の採択件数が、大規模大学を上回っている
例が複数の区分で見られる。
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国立大学における企業主導治験及び医師主導治験の件数（R4年度）

出典：国立大学病院長会議「病院機能指標」
※R4年度のデータは速報値

企業主導治験の件数 医師主導治験の件数

合計 4,573 556
（うち、臨床研究中核病院） 2,169 332
（うち、臨床研究中核病院以外） 2,404 224

○ 企業主導治験及び医師主導治験のいずれについても、臨床研究中核病院に指定されている病院（11大学病
院）で件数が多い。一方で、臨床研究中核病院以外（31大学病院）でも企業主導治験及び医師主導治験は実施
されており、大学病院によっては臨床研究中研病院に匹敵する件数を計上している大学病院もある。
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臨床医学分野の論文数、Top10％補正論文数、 Q 値（論文数に占める Top10％補正論文数の割合）

○ 人的・財政的な規模の大きい大学が、相対的には多数の論文を産出している。一方で、Q 値で見ると、論文
数が必ずしも多くない大学も高い値を示しており、質的に優れた研究成果を上げていることが分かる。
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Q 値：論文数に占める Top10％補正論文数の割合

※臨床研究中核病院に指定されている病院には「●」を付している（全11大学）。
※附属病院の業務収益が多い順に左→右へ大学を並べている。

11
出典：文部科学省 科学技術・学術政策研究所、研究論文に着目した日英独の大学ベンチマーキング2019、調査資料-288、2020年３月を基に、文部科学省が加工・作成。
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中間とりまとめ抜粋（※下線は本資料上で追記したもの）

◆薬剤師養成・薬学教育等関係

⃝ 治験・臨床試験専門職の持続的な人材育成には、早期からの教育等、いわば、「臨床研究開発リテラシー」
の涵養が必要であり、医師・歯科医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師等の医療職を志す学生や若手医療職
に対して、関連法規の知識や治験・臨床試験の実施意義、臨床開発方法論等に関する教育等を強化する。
(p.12)

⃝ 新たなモダリティの研究開発やスタートアップ創出にも貢献できる人材を確保・育成するため、アカデミア
におけるグローバル人材の受け入れを進めるとともに、医学部・薬学部の教育の段階から、新しい臨床試験
や創薬の在り方といった医学・薬学の変化に迅速に対応した人材育成の観点も含め、教育内容の見直しも検
討されるべきである。これには、今後の創薬力向上に不可欠な薬学教育のあり方やデータサイエンス人材の
育成・強化、他国からの人材の呼び込みも含まれる。(p.14)

◆大学病院関係

⃝ 大学病院をはじめとする臨床研究を実施する病院において、医療現場の出口を知る医療従事者が臨床試験の
拠点とも連携して創薬シーズの研究開発を進めることも重要であるが、こうした医療現場のシーズの研究体
制が危機的な状況にあるとの指摘がある。この背景として、大学病院等に勤務する医師が診療や教育に係る
業務負担の増大、地域医療への貢献等により疲弊し、研究開発に十分なリソースを充てられていないことで、
全体としての創薬力の低下を招いているとの指摘もある。医療現場全体の働き方改革が進められていくなか
で、医療DXやAI利用による業務効率化に積極的に取り組むとともに、先端的な医療や臨床試験を実施する
大学病院の研究開発力の向上に向けた環境整備を推進することが重要である。 (p.14-15)
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各施策のスケジュール・工程表①

アカデミアやスタートアップの絶え間ないシーズ創出・育成①

KPI（成果指標）

主：文科省、副：健康医療、厚労省、経産省

［アカデミア人材の育成（医学・薬学教育の在り方含む）］

アカデミアにおけるグローバル人材
（データサイエンス人材を含む）の
受け入れ、新しい臨床試験や創薬の
在り方を踏まえた人材育成・教育内
容の見直しに関する方向性の検討

創薬に貢献するための医療人材の養成（医学・
薬学等）に向けて、大学の教育プログラムの充

実について検討

次期薬学教育モデル・コア・カリキュラム（令和８年度から検討開始予定）
改訂に向けて、創薬につながる薬学人材養成のための教育内容について検討

左記の取組を進め、新しい創薬の在り方にも対応
したアカデミア人材の育成を推進

次期薬学教育モデル・
コア・カリキュラム改
訂に係る検討・作業

年平均3件以上の
革新的な創薬シー
ズの創出（R10）
←H30からR5の6
年間で12件

創薬に携わる人材
※（1,225名
（R5））の更なる
増加
※薬学部・薬系大学
院修了者のうち、
創薬関連の仕事・
研究等に就く者

2024年夏 2024年末 2024年度末

医学、薬学、理学等に加え、
AI・ロボティクス×創薬等
の新たなモダリティの研究

を分野横断的に推進

理化学研究所において、アカデミア等の最先端の研究成果の融合により、
創薬標的候補を群として創出する複数の研究基盤を構築

［分野融合や新たなモダリティの基礎研究の推進］

創出された創薬シーズからの開発候補品の創出を効率化・加速化するため、
理化学研究所の総合力、「富岳」・ロボット化技術、AI技術等を活用した創薬研究開発体制を構築

（例）抗体ー抗原結合の構造解析技術、抗体精製の自動化とAI技術の組み合わせにより、
診断薬、治療薬の開発候補品となり得る抗体を網羅的かつ迅速に取得する技術を構築。

（例）理研独自の糖鎖による細胞特異的ドラッグデリバリーシステムを理研内外の技術と融合。
遺伝子変異がん、脳神経疾患といった、薬の到達が困難な疾患に対し、個別化医療を提供。

（例）患者由来のiPS細胞を活用した創薬標的の探索、化合物シーズ探索について、
ロボット化・自動化やAI解析の活用により高度化・高速化。

2025年度 2026－2028年度
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大学病院の医師
等の職務活動時
間に占める研究
時間の割合
（29.8％
（H30））や、
Top10％論文数
（1,139編（臨床
医学・R元～R3
平均））等の着
実な増加

各施策のスケジュール・工程表②

アカデミアやスタートアップの絶え間ないシーズ創出・育成①
KPI（成果指標）

左記の取組を進め、研究時間の確保を更に推進

［大学病院の研究開発力の向上に向けた環境整備の推進］
主：文科省、副：健康医療、厚労省、経産省

大学病院の研究開発力強化に向けて、大学病院の
教育・研究・診療等について、地域の医療事情等
も踏まえつつ、各大学病院に自院の役割や機能の
基本的な方針の明確化を促すとともに、国立大学
法人運営費交付金等の現状も含めた各大学病院の
教育・研究・診療等の現状・課題、将来計画を確

認・分析

左記の取組等を踏まえ、必要な諸施策を実施

大学病院の医師の研究時間の確保に向けて、各大
学病院に対するヒアリング等を通じ、医療DXの推
進等のほか、診療体制の見直し等に係る好事例を

収集

大学・大学病院の臨床研究強化（①基礎・臨床研究一体型②臨床研究特色型）の重点支援の着実な実施

大学病院の医師が研究開発に十分なリ
ソースを充てられるよう、医療DXや
AI利用等による業務効率化を積極的に

推進

先端的な医療や臨床試験を実施する大
学病院の研究開発力の向上に向けた環

境整備を推進

保健医療分野におけるAI研究開発を加速するため
の支援の着実な実施

バイアウト制度の活用や競争的研究費の直接経費における研究代表者（PI）の人件費の支出等の取組の普及・促進

左記の分析に基づき、
大学病院の方針や地域の
事情も踏まえて、研究力
強化に向けた大学病院の
あり方として考えられる

方策について検討

2024年夏 2024年末 2024年度末 2025年度 2026－2028年度

左記の取組等を踏まえ、
必要な諸施策を実施

大学病院等の組織運営
体制等についての研究を

実施・取りまとめ

大学病院・医学部を含め、研究能力・実績等を踏
まえ、競争的研究費等も活用した目的を明確化し
た重点的な研究支援策を検討。その際、研究時間
の確保とともに、Ph.D.を含む他分野の研究者・産
業界との連携や国内外の人材の流動化等の取組を
促す仕組みについて、競争的研究費等のインセン

ティブの活用による推進を検討
医学部における教育研究組織と大学病院における
診療組織が一体的に運用されている人事制度や組
織運営体制のあり方について、海外の事例も収集
し、研究開発力の強化の観点から、より柔軟に多
様な人材や若手研究者の登用を進めやすい仕組み

を研究することについて検討
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今後の医学教育の在り方に関する検討会 第二次中間取りまとめ 概要①

１．今後の医学教育の充実に向けた取組

（１）診療参加型臨床実習の実質化
・医学生を診療チームの一員として受け入れることで、診療参加型臨床実習を推進。医学生に与える役割の明確化も必要。
・実習統括主体の設定、診療科間の調整等を行うことにより、「細切れ」ではない、一定程度連続した配属期間の確保が有効。
・多職種連携等も含めた低年次からの多様な実習や、総合診療等の重要性も踏まえた地域の医療機関等での実習も効果的。

（２）医学教育を担当する教員の適切な評価
・医学教育に積極的に取り組む教員に対して一定のインセンティブを付与する観点から、効果的な対応を検討することが必要。
・臨床実習への教育貢献を評価項目に盛り込み、評価の結果が昇給等の処遇に反映されることとしている取組例も存在。
・米国等では診療と教育に主に従事する医師のキャリアが整備。導入に際しては、あらかじめのエフォート率の明確化等に留意。
・国は、「臨床実習指導医(仮)」の称号付与の具体化や、教員業績評価の取組例等についての調査分析等を行うことが必要。

（３）医学教育に関するコンテンツの共有化等
・「コアカリナビ」には、 「医学教育モデル・コア・カリキュラム（令和４年度改訂版）」の新設項目の動画教材がアップロード。
・今後、授業の収録映像や資料等の共有等を通じ教育の質の向上に資する「プラットフォーム」の整備に向けた検討が必要。

（４）医師の偏在解消に資する教育上の方策
・中長期的かつマクロに見れば、医師需要は減少局面へ。医師養成数抑制が見込まれるが、地域・診療科偏在の解消が必要。
・地域の医師確保に向け、「地域枠」の設置が進展。卒業者の地域医療への貢献と研究活動との両立への後押しにも期待。
・地域医療に係る教育として、「地域滞在型」の教育や、地域の風土等について理解を深める科目の開講等の取組例も存在。
・地域のニーズに応じて選択可能な診療科を示す「診療科選定地域枠」も広く設置。不足診療科の医師の確保に重要な役割。
・地域の実情や医療需要に応じて養成しようとする医師像を明確化し、課題に対応する教育プログラムの構築を進めることが適当。
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今後の医学教育の在り方に関する検討会 第二次中間取りまとめ 概要②

（１）我が国の医学研究の現状と分析
・医学分野における人口当たりTop10％論文数は先進国で最低水準。諸外国との比較では研究面での地位の低下が継続。
・医師１人当たり手術件数が多いほど医師１人当たり論文数が少ないなど、診療負担が大きいと研究成果が低下する可能性。

（２）医学研究に携わる人材育成の推進
・医学部の臨時定員増の一部である「研究医枠」の設置により、コース修了者から基礎系研究医を輩出するなど、一定の効果。

⇒ 医学部定員全体の方向性を踏まえつつ、その範囲内において研究医を増員する方策を検討することが必要。
・将来的に研究に携わる素地を養い、必要な基礎体力を身に付けるため、学部の段階からの研究マインドの醸成が期待。
・大学病院と協力型臨床研修病院とによるいわゆる「たすきがけ」型の研修の推進等、研修期間中も研究に触れる環境が重要。
・専門研修中の大学院生のうち特に優れた業績を有するものに柔軟な対応を認めるといったこと等も含め検討。
・大学院への進学や学位取得にどのような意義を見出せるかを明らかにするとともに、研究の魅力を積極的に訴求していく必要。

⇒ 医学博士の学位は、医学の発展にアカデミックな見地から貢献し得る証明として機能。また、キャリアアップにも寄与し得るもの。
・学位審査の方法の違い等を背景に、医学系大学院博士課程の標準修業年限である４年での学位取得率に大学ごとの差。

⇒ 学位審査では研究成果物の質担保が重要。 論文の雑誌掲載には長期間を要しシーシスによる審査にも一定の合理性。
・大学院に優秀な学生を引き付けるためには、海外大学との連携等、教育プログラムの充実化・魅力化を図ることも重要。

（３）医学研究の推進に係る研究環境整備
・大学病院の医師の研究時間の確保が困難に。研究日・研究時間の設定等、研究時間の確保に向けた取組の充実が必要。
・バイアウト制度等の整備のほか、育児等のライフイベントに配慮した様々な取組も、研究継続の観点で更なる推進が必要。
・自由な発想の促進の観点から一定の人材の流動性も重要。若手医師による医学研究の新たなフロンティア開拓等にも期待。
・国は、各大学における研究力の向上に向けた環境整備の取組や研究に携わる人材の育成を後押ししていくことが必要。

２．今後の医学研究の充実に向けた取組
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２. 大学病院の医師の働き方改革の現状

（全国医学部長病院長会議アンケート調査結果）



令和6年4月の週平均総労働時間 （個人調査）

• 週平均の労働時間は、週50時間未満の医師が41.5%から49.6%と増加し、タスクシフトやチーム制の
導入などの取り組みにより、少しずつではあるが労働時間の減少が進んできている。

• 年960時間以下では週60時間未満が77.7%を占めており、前回調査70.2%より増加している。今後
週60時間以上の医師を重点に改善が望まれる。

年960時間以上
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令和6年4月の週平均総労働時間（職位別） （個人調査）

• 4月の週平均総労働時間を職位別、年代別調査したところ、職位別では医員、専攻医が、年代別では
20代、30代が週60時間以上の割合が多くみられた。
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令和6年4月の週平均総労働時間（診療科別）
（個人調査）令和6年4月の週平均総労働時間（診療科別） （個人調査）
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令和6年4月の週平均教育時間（職位別）

22

（個人調査）

• 4月の週平均教育時間を職位別、年代別調査したところ、教育時間が週5時間以内が65.3%を占めて
おり、教授、准教授の教育時間が長くなっている。
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令和6年4月の週平均研究時間（職位別） （個人調査）

• 4月の週平均研究時間を職位別、年代別調査したところ、全体で研究時間が週5時間以内が54.6%、
助教においては0時間が14.6%を占め、20代医師の0時間が80.8%と若手医師の研究時間の少なさ
が際立っており、研究活性化の大きな問題点となっている。
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令和6年4月の週平均診療時間（職位別） （個人調査）

• 4月の週平均診療時間を職位別、年代別調査したところ、全体で診療時間が週41時間以上が29.2%、
若くなるほど診療時間が長くなっている。大学、病院の経営を支える収入確保のためであると考えられ、大学
病院の医師養成機能の維持や研究活性化を進めるための大きな課題となっている。
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労働時間短縮に伴う教育や研究への影響を軽減するために必要な職員配置

• 労働時間短縮による教育や研究への影響が生じるが、その軽減のためには医学教育の支援のための教員
や研究の準備やサポートを行う研究支援スタッフの増員・配置が必要との意見が多い。
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設備及びインフラの整備状況
• 教育や研究の低下を防ぎ、今後発展させていくためには、教育用教材開発や臨床研究支援のための設備
等の整備が不充分であり、今後の設備整備が必要であるとの意見が多い。
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３.  大学病院関係施策について



令和７年度に向けた実施・検討事項大学病院への支援
令和６年度までの取組

大学病院の機能

教育

研究

診療

地域医療
への貢献
(地域への医師
派遣等）

※近年重視され
ている役割

・医学教育の
充実

・医学分野の
研究力強化

・医療機関へ
の医師派遣

・医師の大学
病院離れ

・若手医師な
ど病院職員
の処遇改善

・大学病院の
経営改善

大学病院
の課題

今後の大学病院関係施策について

◆大学病院等
の今後の在
り方に関す
る検討

（文科省）
・『大学病院
改革プラ
ン』の内容
を踏まえた
教育・研
究・診療等
に係る基本
方針や取組
の現状・課
題・将来計
画を確認・
分析（各大
学病院との
意見交換を
実施）

（文科省）
◆令和６年度補正予算（案）
・大学病院の最先端医療設備の整備（令和６年度補正予算（案） 50億円）

各大学病院が置かれている実情等を踏まえて取り組む特色ある教育・研
究分野において、特に医師の偏在問題等社会ニーズに対応した医療人材を
養成するための教育プログラムを実施するための最先端医療設備の整備を
支援し、医療人材の養成環境・地域貢献機能の更なる高度化を図る。

・大学病院等の研究力強化（令和６年度補正予算（案）134億円・基金）

国家戦略上の課題の解決に資するテーマを中心とした研究者の研究活動
と、大学病院・医学部としての研究環境改善に係る取組（例：研究時間の
確保、他分野・他機関との連携強化、一定の流動性の確保等）とを一体的
に、基金を活用して柔軟かつ機動的に支援することにより、医学系研究の
研究力を抜本的に強化する。

◆令和７年度予算 概算要求
・臨床研究・臨床実習体制整備

・医療人養成の在り方等に関する調査研究
大学病院等の組織運営体制等の在り方
薬学教育における創薬研究人材の養成
医学教育コンテンツの相互活用
学士課程における看護学教育の質向上 等

（厚労省）
◆令和６年度補正予算（案）
・人口減少や医療機関の経営状況の急変に対応する緊急的な支援パッケージ

（令和６年度補正予算（案） 1,311億円）

効率的な医療提供体制の確保を図るため、賃上げ等のための生産性向
上・職場環境整備支援、経営状況の急変等を踏まえた支援を実施。

等

◆令和７年度予算 概算要求
・医師派遣の支援、勤務医の労働時間短縮の推進（令和７年度要求・要望額 事項要求）

①大学病院等からの医療機関に対する医師派遣への支援
②多領域の研修を行うなど一定の要件を満たす専門研修基幹施設等の勤務
環境改善の取組への支援

・総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業（令和７年度要求・要望額 5.6億円）

医師の地域偏在と診療科偏在の解消に向けた取組の一つとして、幅広い
領域の疾患等を総合的に見ることができる総合診療医の養成を推進する。

基盤的な財源

（厚労省）
・地域医療構
想における
大学病院が
担う機能の
検討

・特定機能病
院等のあり
方の検討

（厚労省）

・令和６年度診療報
酬改定
（本体引き上げ分0.88％
のうち、0.28％は若手
医師等の賃上げに充当）

・医師派遣の支援
・勤務医の労働 時
間短縮の推進
（令和６年度予算額 95億
円及び363億円の内数）
※地域医療介護総合確保
基金の内数

（文科省）

・大学病院の最先端
医療設備の整備
（令和５年度補正 予
算額 140億円）

・臨床研究・臨床実
習体制整備
（令和６年度予算額
21億円（6年間））

ガイド
ライン
の策定
による

『大学
病院改
革プラ
ン』

の推進

（厚労省）

・診療報酬

（文科省）

・国立大学
法人運営費
交付金
・私立大学
等経常費補
助金
※大学への基盤
的経費として

令和７年度要求・要望額 21億円
（令和６年度予算額 21億円）

令和７年度要求・要望額 1億円
（令和６年度予算額 0.3億円）

▼教育研究機関の
機能

▲医療機関の
機能

※地域医療介護総合確保基金の内数
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４. 令和６年度補正予算について



大学病院等における高度医療人材養成・医学系研究の充実

最先端医療設備の
導入を支援

※１ 大学病院改革プランなどにおいて整理された各大学病院の役割との整合がとれたもの
【養成する人材像の例】
①地域医療を中心に従事する医師 ②特定の診療科に従事する医師
③研究に主として従事する医師  ④大学病院を中心に従事する医師  等

※２ 教育・研究に供する高度な機能を持つ医療設備

【大学病院】
事業イメージ

事業内容
各大学病院が置かれている実情等を踏まえて取り組む特色ある教育・研究
分野での医療人材養成プログラム※１を実施するための最先端医療設備※２

の整備を支援し、医療人材の養成環境の更なる高度化を図る。

背景・課題
• 中長期的かつマクロに見ると、医師需要は減少局面に入ることが見込まれ

るが、医師の地域間・診療科間等の偏在問題は依然解消に至っておらず
社会ニーズに対応した医療人材を養成するための教育プログラムの充実
が必要。

• また、医療の高度化を実現する最先端の医療設備の活用能力を含め、
医療人材が習得すべき知識・技能は益々増加していることなど、医療現場
である大学病院におけるより実践的な医療人材養成の推進が必要。

• 大学病院における教育・研究機能の一層の充実・強化が求められている中
で、大学の実情に応じ、我が国の「未来の医療」を担う医療人材の養成
環境を整備し大学病院の機能強化を図ることは喫緊の課題である。

支援を最大限活用して
研究成果を創出

研究費 研究環境改善に係る組織的コミット
機関としての取組も支援

国家戦略上の課題の解決に資するテーマを中心とした研究者の研究活
動と、大学病院・医学部としての研究環境改善に係る取組（例：研究時
間の確保、他分野・他機関との連携強化、一定の流動性の確保等）とを
一体的に、基金を活用して柔軟かつ機動的に支援することにより、医学
系研究の研究力を抜本的に強化する。

背景・課題
• 臨床医学・基礎生命科学いずれもTop10%補正論文数の世界シェアは
低下傾向にあり、医学系研究の相対的な国際競争力の低下が危惧され
ている。

• 医学系研究は、健康・医療に直接的に貢献するとともに、創薬力の向
上等を通じ我が国の産業競争力にも直結する重要な研究領域であり、
新たな事業を創設し、医学系研究力の向上を図る。
事業内容

事業イメージ

（担当：高等教育局医学教育課、研究振興局ライフサイエンス課）

○医学系研究支援プログラム    令和６年度補正予算額   134億円

大学病院の置かれる実情を踏まえた
医療人材養成プログラムを実施

（提供）大阪医科薬科大学

○高度医療人材養成事業（大学病院における医療人材養成環境の更なる高度化）
 令和６年度補正予算額   50億円

採択された大学から選抜された研究者に対し研究費を支援するとともに、下記のよ
うな機関としての取組も支援する。
○ 医学系研究者の研究時間の確保 ○ 国研や産業界、海外等との頭脳循環
○ 基礎生命科学や他分野を含めた多様な人材からなる研究チーム形成 等

研究環境の改善に係る機関の取組が推進されるとともに、国家戦略上重要な研究
領域における研究活動が加速され、医学系研究において優れた研究成果が創出。

件数・単価 25箇所×約２億円 交付先 附属病院を置く国公私立大学

事業スキーム 採択件数 人数/件 研究費/人・年 機関支援額/年

総合型 ４件程度 12人程度 1,500万円 0.6億円

特色型 ※大学間連携必須 ７件程度 24人程度 1,500万円 １億円
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５. 令和７年度予算案について



【医師養成】
◆地域ニーズの高い複数分野（総合診療、救急医療、感染症等）を有機的に結合さ

せ横断的に学ぶことのできる教育の実施により、地域医療のリーダーとなる人材の育成
 ◆地域医療機関での実習等を通じて、

  ①地域の課題を踏まえた教育研究の実現や地域医療への関心を涵養
  ②専門に閉じない未分化・境界領域への対応力を涵養

 ◆オンデマンド教材等の教育コンテンツの開発
     【件数・単価】 11件×45百万円

【看護師養成】
◆医療的ケア児支援における指導的立場等の看護師養成
◆重症患者に対応できる看護師養成

      【件数・単価】 2件×10百万円

高度医療人材養成の推進

（担当：高等教育局医学教育課）

令和7年度予算額（案） 34億円
（前年度予算額 35億円）

 背景・課題
医療の高度化や医療人に求められる資質・能力が多様化してきたこと等に対応するため、以下の課題に対応した高度医療人材の養成が必要
 がん医療の新たなニーズや急速ながん医療の高度化に対応できる医療人養成の促進
 高度医療の浸透や地域構造の変化（総合診療医の需要の高まり、難治性疾病の初期診断・緩和ケアの重要性等）、また看護を提供する場が多様化してきたこ

とにより、従来の医師養成看護師養成課程では対応できていない領域が発生、新時代に適応可能な医療人材の養成が必要。

上記の課題に対応する人材養成拠点や教育・研究体制を構築するため、以下の施策を展開
高度医療人材養成拠点形成事業（高度な臨床・研究能力を有する医師養成促進支援）

【令和7年度予算額（案） 21億円（21億円）】

 医学生及び医学系大学院生に対して、大学病院を活用しTA,RA,SAとして教育研
究に参画する機会を創出する取組や、教育研究支援者の活用による大学病院での
臨床研究の強化や診療参加型臨床実習の充実に係る取組を行うなど、医師を養
成する大学を拠点とし、高度な臨床教育・研究に関する知識・技能等を有する医師
養成の促進を支援する。     

【支援規模：21億円】

次世代のがんプロフェッショナル養成プラン
             【令和7年度予算額（案） 9億円（9億円）】

 大学院レベルにおける教育プログラムを開発・実践する拠点形成を支援
①がん医療の現場で顕在化している課題に対応する人材養成
（痛みの治療・ケア、地域に定着する放射線治療医・病理診断医、がん学際領域
を担う人材等）

②がん予防の推進を行う人材養成
（医療ビッグデータに基づくがん予防医療、がんサバイバーに対するケアを担う人材）
③新たな治療法を開発できる人材の養成
（個別化医療・創薬研究を担う人材）

がん医療の新たなニーズや急速ながん医療の高度化に対応できる医療人を全国に
【件数・単価】11件×約77百万円】

ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業
【令和7年度予算額（案） 5億円（5億円）】

令和6年度補正予算額 50億円

高度医療人材養成事業（大学病院における医療人材養成環境の更なる高度化）
【令和6年度補正予算額 50億円】

 各大学病院が置かれている実情等を踏まえて取り組む特色ある教育・研究分野での医
療人材養成プログラム※１を実施するための最先端医療設備※２の整備を支援し、医師
偏在の課題をはじめ社会ニーズに対応した医療人材の養成環境の更なる高度化を図る。
※１ 大学病院改革プランなどにおいて整理された各大学病院の役割との整合がとれたもの
※２ 教育・研究に供する高度な機能を持つ医療設備
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高度医療人材養成拠点形成事業
（高度な臨床・研究能力を有する医師養成促進支援）

医学生及び医学系大学院生に対して、大学病院において、教育的配慮の下で、
教育支援者を活用して効果的な臨床実習を行うとともに、研究活動に参画する
機会を確保することが必要であり、もって、臨床教育・研究に関する知識・技能等
を有する優れた医師を養成し、我が国の医学・医療の発展に貢献する。

背景・課題

本事業では、医学生及び医学系大学院生に対して、大学病院を活用しＴＡ、
ＲＡ、ＳＡとして教育研究に参画する機会を 創出する取組や、教育支援者
の活用による大学病院での診療 参加型臨床実習の充実に係る取組を行うなど、
医師を養成する大学を拠点とし、高度な臨床教育・研究に関する知識・技能等
を有する医師養成の促進を支援する。

事業内容

令和7年度予算額（案） 21億円
（前年度予算額 21億円）

（担当：高等教育局医学教育課）

アウトプット（活動目標） アウトカム（成果目標） 長期アウトカム（成果目標）

金 額：21億円
支援対象：医学部を置く国公私立大学
支援区分：【タイプA】臨床・基礎融合研究基盤人材養成拠点（10件）

 【タイプB】特色臨床研究基盤人材養成拠点（30件）
支援内容：大学病院を活用した実践的な教育に要する、

・ＴＡ、ＲＡ、ＳＡ等経費
・教育支援者、研究支援者の経費

事業期間：令和６年度～令和11年度（６年間）
※ＴＡ（ティーチング・アシスタント）、ＲＡ（リサーチ・アシスタント）、ＳＡ（ステューデント・アシスタント）

6.5% 8.5%

9.6%

75.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

講座(研究室)で実験・研究を行っている医学生の割合

1週間に3回以上行っている 1週間に1回以上行っている

1ヵ月に1回以上行っている 行っていない

教員（教授、准教授、講師、助教）

＜事業スキーム＞

指導 補助

指導

ＴＡ、ＲＡ、ＳＡとして
教育研究を補助

指導

研究支援者
○統計技術を駆使
したデータ処理等、
専門的なスキルを
要する研究手法の
効果的な習得の

ため、必要に応じて
専門人材が支援

教育支援者
○臨床実習の場で

医学生の外来
予診や注射、

検査等に関する
指導補助

指導

ＴＡ、ＲＡとして
教育研究を補助

大学院生
○実践研究

医学生
○臨床実習、実践研究

・教育研究に関心を有する医学生
をＳＡとして受け入れ、研究室で
の実際の研究活動に参画させる
ことを通じ、基礎的な研究能力を
涵養する。

・ＴＡとして、研究の遂行に関して、
ＳＡに対する必要な指導を行う。

・ＲＡとして、研究室における研究の
各プロセスにより主体的に携わり、
実践的な経験を数多く積むことで、
研究遂行能力の育成に努める。

医学部・大学院・大学病院

質の高い臨床教育・研究実施体制の構築

 我が国の医学・医療の発展（研究力の強化、診断・治療法・医薬品・医療機器の開発等）
 質の高い実践力のある医師の充実
 医療情報等の共有促進

 ＴＡ・ＲＡ（大学院生）、ＳＡ（医学生）の増加
 教育研究支援者の増加

 臨床研究論文数の維持・増加
 医師の教育研究時間の確保 等

経済財政運営と改革の基本方針2023（2023年６月）
大学病院の教育・研究・診療機能の質の担保を含む勤務する医師の働き方改革の

推進等を図る。

医学生が「自信を持って行える」と回答した医行為の例

【出典】一般社団法人全国医学部長病院長会議「2022年医学部
・医学科学生アンケート調査」を基に文部科学省医学教育課が作成

【出典】
平成29年度
厚生労働行
政推進調査
事業費補助
金「医学部の
臨床実習に
おいて実施
可能な医行
為の研究報
告書」を基に
文部科学省
医学教育課
が作成
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がん患者が地域を問わずオーダーメイド型の
がん診療など必要な治療や支援を総合的
に受けられるようになり、健康長寿社会の
推進に貢献する。

 【初期】教育プログラム学生受け入れ
 【中期】がん専門医療人材数の増
 【長期】個別化医療実施率の向上、がんの死亡率低下

次世代のがんプロフェッショナル養成プラン

我が国における高齢化や都市部への人口の集中がますます加速する中、現在の死因第一位である
「がん」への対応は極めて重要である。地域格差に加え急速ながん医療の高度化に伴い、医療現場で
顕在化した課題やがん予防の推進、新たな治療法の開発等の課題が浮上してきたことから、がん医療
の新たなニーズや急速ながん医療の高度化に対応できる医療人養成を促進する必要がある。これらの
状況を踏まえたがん専門医療人材を養成するため、優れた教育プログラムを開発し、大学間で連携し、
開発・提供を担う拠点を支援する。

背景・課題

○大学院レベルにおける教育プログラムを開発・実践する拠点形成を支援
(大学間で連携し、①～③のプログラムを開発・提供し、人材養成の拠点を形成)

①がん医療の現場で顕在化している課題に対応する人材養成（痛みの治療・ケア、
地域に定着する放射線治療医・病理診断医、がん学際領域を担う人材）

②がん予防の推進を行う人材養成（医療ビッグデータに基づくがん予防医療、
がんサバイバーに対するケアを担う人材）

③新たな治療法を開発できる人材の養成（個別化医療・創薬研究を担う人材）

がん医療の新たなニーズや急速ながん医療の高度化に対応できる医療人を全国に

 教育プログラムの開発 33件以上
各拠点において、事業内容①～③
のプログラム開発を行う。

（11拠点×3種類）

アウトプット(活動目標） アウトカム(成果目標) インパクト(国民・社会への影響）、目指すべき姿

（出典)：令和２年度人口動態統計(速報値)

事業内容

 事業実施期間：令和５年度 ～ 令和10年度
 件数・単価：11拠点 × 約77百万円
 選定大学（代表校）

東北大学、筑波大学、東京科学大学、金沢大学、名古屋大学、
京都大学、大阪大学、岡山大学、九州大学、札幌医科大学、近畿大学

【イメージ】

【Y大学】

○①～③の人材を養成
○教育プログラムの共同開発や

課題解決の事例提供

B拠点

【β大学】

A拠点

【α大学】

【X大学】
①がん学際領域を担う人材の養成

・教育プログラムの提供
・プログラムの評価

②医療ビッグデータに基づくがん予防
医療を担う人材の養成

共同で新たな
がん医療を提
供できる能力
を身に付けた
医療従事者を
養成

連携

1 悪性新生物（腫瘍） 378,385

2 心疾患 205,596

3 老衰 132,440

4 脳血管疾患 102,978

5 肺炎・誤嚥性肺炎 121,196

6 その他 106,748

1,372,755死亡者数計

③個別化医療研究を担う人材の養成

連携

【政府提言】 経済財政運営と改革の基本方針2022（R4.6.7閣議決定）
がん専門医療人材を養成するとともに、「がん対策推進基本計画」を見直し、
新たな治療法を患者に届ける取組を充実する等がん対策を推進する。

（担当：高等教育局医学教育課） 34

令和7年度予算額（案） 9億円
（前年度予算額 9億円）



背景

○新型コロナウイルス感染症を契機に、医療人に求められる資質・能力が大きく変化。
○高齢化の進展による医療ニーズの多様化や地域医療の維持の問題が顕在化。
○高度医療の浸透や地域構造の変化（総合診療医の需要の高まり、難治性疾病の初期診断・緩和ケアの重要性等）により、 従来の医師養成課程では対応できて

いない領域が発生、新時代に適応可能な医療人材の養成が必要。
◇社会の変化等により、看護師に求められる能力や看護を提供する場が多様化してきたことにより、社会的な要請に対応できる看護師の養成が急務となっている。
◇医療技術の進歩に伴い、特別支援学校のみならず、地域の小・中学校等においても医療的ケア児は増加しているが、その支援体制は十分ではない。医療的ケア児の
地域における支援体制構築のためにリーダーシップを発揮する看護師の養成が求められている。

◇改正感染症法の成立を踏まえ、コロナ禍で必要性が顕著となった重症患者の対応が可能な看護師の養成が求められている。

（担当：高等教育局医学教育課）

ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業
現状・課題

事業内容
【医師養成】

◆地域ニーズの高い複数分野（総合診療、救急医療、感染
症等）を有機的に結合させ横断的に学ぶことのできる教育
の実施により、地域医療のリーダーとなる人材の育成

◆地域医療機関での実習等を通じて、
①地域の課題を踏まえた教育研究の実現や地域医療への

関心を涵養
②専門に閉じない未分化・境界領域への対応力を涵養
◆オンデマンド教材等の教育コンテンツの開発

社会環境の変化に
対応できる資質・
能力を備えた医療
人材養成のための
教育プログラムの開
発及び教育・研究
拠点の形成

【支援期間】
７年間（令和４年度～10年度）
【単価・件数】
45百万円×11拠点
【選定大学（代表校）】
弘前大学、筑波大学、千葉大学、
富山大学、名古屋大学、岡山大
学、高知大学、長崎大学、宮崎大
学、琉球大学、埼玉医科大学

【看護師養成】

◆テーマ１「医療的ケア児支援における指導的立場等の看護師養成」
看護学部生：医療的ケア児支援のための実習等の試行的実施
現役看護師・潜在看護師等（保健師・助産師含む）：医療的ケア児支援における
指導的立場等の看護師養成のためのリスキリング教育プログラムの構築
◆テーマ2「重症患者に対応できる看護師養成」
クリティカルケア領域（集中治療・救急部門等）における長期のOJT（On-the-Job
Training）を含む重症患者に対応できる看護師養成のための実践的教育プログ
ラムの構築

【支 援 期 間】 ３年間（令和６年度～８年度）
【単価 ・ 件数】 10百万円×各１拠点  
【選 定 大 学】 テーマ１：名古屋市立大学、テーマ２：京都府立医科大学

医療ニーズを踏まえた地域医療等に関する教育プログラムを構築・実施 以下の２課題に対応できる看護師を養成するための教育プログラムを開発し、
社会的な要請に対応できる看護師の養成を行う

医療的ケア児支援センター

都道府県
（教育委員会）市町村

（教育委員会）

特別支援学校、地域の小中学校等

大学

教育機能強化に向けた
連携体制構築

医療機関
・求められる人材像の共有
・実習の場の提供 等

ICU等

一般病棟

実践的教育プログラムの
構築・実施

看護実践能力の向上
医療ひっ迫時における緊急派遣

【テーマ１】 【テーマ２】

令和7年度予算額（案） 5億円
（前年度予算額 5億円）
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現状・課題

事業内容

（担当：高等教育局医学教育課）

大学における医療人養成の在り方に関する調査研究 令和7年度予算額（案） 0.6億円
（前年度予算額 0.3億円）

オンデマンド授業の収録映像や汎用性のある授業用資料等の医学教育関係のコンテンツを、デジタルプラットフォームを通じて各大学が活用可能な形で共有し、教育の質の向上に役
立てる構想について、各大学が主体的に参加し、効果的に機能するプラットフォームの在り方を明らかにすべく、調査分析を行う。また、我が国の大学医学部・大学病院における人事制
度や組織運営体制等について、諸外国の医学部・大学病院との対比を通じて改めてそれらの特性を明らかにするとともに、研究開発力強化等の観点から、より柔軟に多様な人材や若
手研究者の登用を進めやすい仕組みの研究も含め、大学医学部・大学病院の今後の在り方について示唆を得るべく、調査研究を行う。
創薬研究に関する薬学教育の現状や課題を把握・分析した上で、創薬に貢献する医療人材養成の強化につながる博士課程プログラムを構築する。また、実務実習指導薬剤師が

抱える課題を解決するために教育コンテンツを大学・病院・薬局へ広く普及させるための調査研究を実施する。
看護コアカリ改訂を契機に、看護学士課程における臨地実習を見学型から診療参加型臨床実習へ変革するための調査研究及び看護学教育の質を保証するための看護学教育分

野別評価の充実のための調査研究を実施する。
更に、臨床実習指導医養成のためのコンテンツ等を開発し、医学教育における診療参加型臨床実習の充実を図るための調査・研究を行う。また、地域枠制度の効果・運用改善事

項等についての調査・研究を行う。

近年我が国では、人生100年時代を見据えて、健康寿命の延伸に向けた新しい健康・医療・介護システムを構築するため、医療・介護の連携強化、地域の医師確保支援、メディカ
ルスタッフの業務実施体制の見直し等の取組が求められている。
このような中、各大学が共通して取り組むべき教育内容が一定程度標準化されている医師養成課程において、デジタルプラットフォームを構築した上で大学間における教育コンテンツ

の共有等を図り、これらを相互に活用することで、授業の質の向上や学生の学修活動の充実に資するとともに、医師の働き方改革の推進にも寄与し得るとの指摘がある。また、我が国
の大学医学部・大学病院は、伝統的に医学部における教育研究組織と大学病院における診療組織が一体的に運用されてきており（いわゆる「医局」）、教育・研究・診療の各機能
の連携や、キャリア支援等の面でのメリットがあるとされる一方、組織としての硬直性が問題視されることもあり、大学医学部・大学病院の組織運営体制等について、多角的な検討を図
ることが必要である。
薬学分野では創薬に貢献できる人材や現在の世界の主流となっている創薬手法に対応した医薬品開発につながる研究力を身に付けるカリキュラム等が不足しており、薬学教育のカ

リキュラムの充実や基礎研究の強化、博士課程進学者の増加は喫緊の課題である。また、急激な薬剤師業務の量的・質的な変化を背景に、学生の臨床に係る実践的な能力の向
上が求められており、追加の実習等を実施できるよう環境の整備が必要である。
看護学分野においては、令和６年度の改訂を機に初めて全大学の統一的な基準となる看護学教育モデル・コア・カリキュラムに準拠した質の高い教育が各大学において行われるよう、

臨地実習における教育体制や看護学生の実践能力の評価体制の整備に加え、コアカリに準拠した教育内容の客観的評価の在り方についての検討が必要である。
更に、医学生の知識や技能を確かめる共用試験が公的化されたことを踏まえ、医学生が診療に参加する診療参加型臨床実習の充実について検討するとともに、医学部定員につい

て、これまでの地域枠制度の運用状況等を継続的に把握することが必要である。

◆大学医学部・大学病院における教育・運営の交流に関する調査研究【新規】
－事業期間 １年間（令和７年度）
－選定件数・単価  １件×800万円

◆薬学教育における創薬研究・実習に関する調査研究【新規】
－事業期間 最大３年間（令和７年度～令和９年度）
－選定件数・単価  １件×1,800万円、１件×600万円

◆学士課程における看護学教育の質向上に向けた調査研究【新規】
 －事業期間  最大３年間（令和７年度～令和９年度）
 －選定件数・単価 １件×700万円、 １件×300万円

◆臨床実習指導医養成のための調査研究
ー事業期間 最大２年間（令和６年度～令和７年度）
 ー選定件数・単価 １件×700万円

◆地域医療に従事する医師の確保・養成のための調査研究
 －事業期間  最大３年間（令和６年度～令和８年度）
 －選定件数・単価 １件×700万円
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